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アジア新興国のビジネス環境整備の新局面と 

日本企業へのインパクト、対処の指針と実務 
～リスクをチャンスにつなげる“逆転の発想”、新たなグローバル・ルールが形成される中で～ 
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日時 平成３０年９月１１日（火）午前９時３０分～１２時３０分 
 
成長を続けるアジア新興国では、ビジネス環境改善のための国内法整備とビジネスに関するグローバルなルー

ルへの対応が同時並行的に進められています。こうした新たなルールへの対応の誤りは大きなリスクに直結し、

日本企業のビジネスにも多大な影響を与えます。しかし、このような動きはリスク要因となるだけではありませ

ん。誠実にビジネスを行っている日本企業にとっては大きなチャンスが到来しているとも言えるのです。  

本セミナーでは、アジア新興国で 15 年にわたりビジネス環境整備に従事してきた弁護士が、アジア新興国の

法づくりの現場の最新動向や、ビジネスと投資を取り巻く新たな国際ルール形成の潮流及びその影響を紹介しな

がら、日本企業が陥りがちな誤解や疑心暗鬼を解消し、リスク管理のポイントのみならず、グローバルな荒波を

チャンスにつなげる “逆転の発想 ”をお伝えします。法務担当者はもちろん、経営・企画、総務、調達、CSR、 IR

等に関わる方々もぜひご参加ください。  
 
※本セミナーは、アジア新興国におけるビジネス環境整備をテーマとする 3 回シリーズの第 1 弾となります。第 2 弾はア

ジア新興国のビジネス環境整備の具体的な進捗と課題について、第 3 弾はアジア新興国のビジネス関連法の運用面の課題と

その対処について、それぞれ解説することを予定しております。  
 
1．アジア新興国のビジネス環境整備  

(1) ビジネス環境整備の背景と動機  

(2) 誰がどのように関わっているのか  ～国内のリソースと海外からの援助  

(3) 援助側の思惑と新興国側の思惑  

(4) 新興国における新たなグローバル・ルールへの対応の動き  ～キャッチアップへの高いモチベーション  

2．ビジネスに関する新たなグローバル・ルールの形成と新興国への影響  
(1) ビジネスや投資を取り巻く新たなグローバル・ルールの形成の動向  

～持続可能な開発目標、ビジネスと人権に関する国連指導原則（UNGP）、国連責任投資原則、パリ協定など  

(2) 各国における規制  

～英国現代奴隷法、フランス人権デューデリ法、EU 非財務情報開示指令、気候関連財務情報開示の法制度化など  

(3) アジア新興国における最新動向  

～インド会社法、シンガポール・香港・マレーシア等の情報開示規制、UNGP に基づく国別行動計画の策定など  

(4) 日本国内の動向  ～コーポレートガバナンスコード、日本版スチュワードシップコードなど  

(5) アジア新興国における今後の展望  

3．企業へのインパクト  
(1) 企業が直面するリスク  ～オペレーション上のリスク、レピュテーションリスク、財務リスク、法務リスクなど  

(2) 具体例とその影響 ～リスクが顕在化した事例とそのインパクト  

(3) リスクの過小評価の危険性  ～日本企業が陥りがちな罠など  

4．リスク管理に向けた取組み  
(1) 総論  (2) 具体的な実践  

～アセスメントの方法、サプライチェーン管理、内部統制システムの整備、問題発見と処理のシステムの整備など  

5．リスクをチャンスに変える“逆転の発想” 
(1) 日本企業の新興国ビジネスの分析      (2) 日本企業に足りなかったもの  

(3) リスクをチャンスに変えるための取組み  

6．まとめ                                   ～質疑応答～  

 法律事務所ご所属の方、その他同業種の方はお申込みをご遠慮願います。   
【講師紹介】1996 年弁護士登録。牛島総合法律事務所においてビジネス法務に従事した後、ロンドン大学修士課程（ LLM in 

Law and Development）を経て、2004 年から 2006 年まで国際協力機構（JICA）長期専門家としてべトナム司法省アドバイ

ザーを務める。同専門家任期終了後、 2006 年に JICA 初となる法分野の本部付きシニアアドバイザーに着任し、アジアを中

心に 20 か国を超える途上国・新興国の法整備・ビジネス環境整備の企画・立案、実施、モニタリング、評価に関わる。2015

年から、JICA 法整備支援アドバイザーとしての業務に加え、オランダ及びタイを拠点として、ビジネスに関するグローバル

なルール形成がアジア新興国に与える影響等について在外研究を行う。 2018 年、牛島総合法律事務所における執務を再開。   
※   録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  

  ■主催  経 営 調 査 研 究 会  

  ■後援  金 融 財 務 研 究 会                    
       http://www.kinyu.co.jp 

Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://kinyu.co.jp/blog/ 
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茅 場 町 ･グリンヒルビル   

金融財務研究会本社 セミナールーム  
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分   

（開場は開演の３０分前です。）  
 
１名につき３４ ,８００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９,０００円。追加申込みの場合は

その旨ご記入下さい。  
 
経営調査研究会  ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2033  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で
ご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時
は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)経営調査研究会  
 
三菱 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 

みずほ銀行  京橋支店  1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日本橋支店  1979947 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
 
アジア新興国のビジネス環境整備の新局面と 
日本企業へのインパクト、対処の指針と実務  

    ９／１１  

 
◆参加申込書◆ 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成３０年  月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1720（Law-301720）                     

会 社 名 

TEL 
FAX 

 
E-Mail 

所 在 地 
〒 

参加者ご氏名  部課名  

〃  〃  

〃  〃  

〃  〃  

書類送付先 

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                  部課名 

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


